


事   務   連   絡 

平成２６年１０月１日 

 

 各都道府県 介護保険担当主管部（局） 

 各市町村  介護保険担当主管部（局） 御中 

 

厚生労働省老健局振興課     

 

介護サービス情報公表システムの機能充実について 

（平成２６年１０月１日リリース） 

    

介護保険制度の運営につきましては、日頃より御理解、御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

介護サービス情報の公表制度については、介護保険法に基づき、平成１８年４月からスタートした

制度であり、介護保険をこれから利用しようと考えている方やそのご家族等が介護サービスを比較・

検討して適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みです。本制度は、厚生労働省が運用する

介護サービス情報公表システムを媒介して、インターネットでいつでも誰でも介護サービスの情報を

入手することが可能となっており、現在、全国の約１９万か所の事業所情報が公表されています。 

この度、「介護サービス情報公表システム」の機能につきまして、利用者の閲覧性の向上を図る観

点から、事業所の比較機能や検索機能の充実、公表画面の見やすさ等の改善に向けたシステム改修を

実施しましたので、下記のとおり情報提供させていただきます。 

 

１．実施日 

平成２６年１０月１日（水） 

  

２．改修内容 

別紙のとおり。 

 

※介護サービス情報公表システムは下記ＵＲＬからアクセスできます。 

http://www.kaigokensaku.jp/ 

 

※検索エンジンで「介護事業所検索」と入力することにより、簡単にホームページにアクセスで

きます。 

 








